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問題の積水のマンションは、初台駅から徒歩 3 分ほどの山手
通りの裏手。あれほど広い山手通りですが一歩はいると静か
な住宅街という雰囲気です。このあたりは山手通りが拡幅さ
れたためとても便利になった側面はあるものの、道路両側の
用途地域が変わり、容積率が緩和されたため、周辺の住宅街
にとっては大変な環境の変化が起きることになりました。こ
の現場もそういう例のひとつと言えるでしょう。
早速、現場隣の 5 階建てマンション屋上にのぼり、現地の様

子を見ました。被害を受ける 5 階建てマンションは築年数は
経っていますが、地下駐車場を設けるなど高級な仕様。永年
住み続けている人が大多数です。一方、問題の積水マンショ
ン（14 階建て）は、20 数平米のワンルーム。ほとんどの部
屋は低層の住宅地の方向に向いて建つことで、眺望の良さを
確保し、売り物の一つにしています。その影響でマンション
と向かいの小林さん宅に全ての窓が向くことになります。
現在、近隣の小林さんなどが圧迫感と風害被害を訴え､ 計画
を少しでも変えて欲しいと裁判中です。

「何も言わなければた
だ工事は進むだけ。こ
こで苦しんでいる私た
ちがいることを少しで
も裁判所と事業者に訴
え た い。」 と小 林 さ ん
はその思いを話してく
れました。

山手通りを歩く

続いて、山手通りを歩く。
驚くほど歩道が広く、整備されてきている。一方で道路拡幅
とその周辺の容積を感化をするというのは、高層のコンクリー
ト建築によって防火壁を造ると言う意味があるという。しか
し、実際には建て方はそれぞれ自由なので、必ずしも壁状に
なっているわけではありません。意味があるのでしょうか。
下の空き地は山手通り沿いで奥は第一種低層。2008 年に渋谷
区が高さ規制をするまでは超高層の計画がありましたが、山

手通りに 40 メートルの規制が出来た事を機に計画は中止さ
れました。近隣住民は規制直前の駆け込み着工に抗議し、行
政や議会に働きかけを行いました。計画は膠着状態のまま高
さ規制が実施され、計画は変更を余儀なくされました。船橋
市でも同じような攻防がありましたが、市は着工後に規制を
実施しています。渋谷区と同じだったらと思うと残念です。
表通りに戻ると、新しい高層マンションと古い高級マンショ
ンのドミノ現
象が。右側の
低層の建物は
こども園。大
人の経済活動
が子どもたち
の生活にも影
を落としてい
ます。

隣のマンション屋上
に立って、工事現場（ブ
ルーシート）を見る

周辺の街並みはおちついた低層住宅街

裏手の住宅街と山手通りの差が
大きいだけに、境目の住民の苦
労は大きい。
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初台、山手通りを歩く



新宿の豊原さんから市ヶ谷甲良町の三菱地所マンション計画
の報告。工事は熊谷組。
ともかく近隣の道路がどこも 4 メートル、5 メートルと細い。
この土地にマンションを建設するのは誰の目から見ても困難
に思えますが、計画を進める自信がどこかにあるのでしょう
か。どこを通路を利用するとしても、曲がり角がポイントで
すが、私有地に乗り上げてもとがめられなければ OK と考え
ているようです。少なくとも三菱、熊谷という大手企業がこ

のように法律や常識を軽く見ているのことに驚くばかりです。
一方、豊原さんらは、道路利用計画や車両の軌跡図など詳細
な資料を熊谷組に要求し入手。それを元に行政とたびたび交
渉し、成果をえています。今のところ大きな工事機械は分解
して搬入 !! 道路法車両制限例を適用し規制していますが、行
政は右左折に私有地にはみ出すようなところまで認定するな
ど、とても住民側の安全を重視しているとは思えないので今
後、豊原さんらの交渉は続いています。マンション建設は 1
年以上の長い期間、大量のダンプカーや建設機械が走り回り、
激しい振動や騒音が住宅街の生活の場にもたらされますが、
被害が比較的きちんと評価、補償された例は、京都の地盤被
害の事件しか私は知りません。こういう問題も被害としてな
んとかならないものかと思うことの一つです。

景観と住環境を考えるネットワークさいたまからの報告。
建築確認における日影の算定に現在広く使われている「発散
方式（建築主側に有利）」が違法とされた画期的な判決がさい
たま地裁で出され、その報告があった。
建築基準法の日影時間規制は、「発散方式」の説明が 30 年ほ
どまえに当時の建設省通達に添えられてきたため、国交省が
示した法解釈として扱われてきたし、建築確認の解説書など
でも紹介されているという。
しかし、国交省にはこの通達に関する記録が残っておらず、
その後建築基準法の位置づけが変わり、通達そのものが廃止
されたため、今となっては、その内容を確認できない。
当時の関係者も、発散方式についてまったく国交省では議論
されていなかった、と意見書で記述している。
判決で裁判長は、「敷地境界線から道路の反対側に放射状に任
意に延ばした線の長さを道路の『幅』と捉える解釈は、（建基
法施行令 135 条の 12 第 1 項 1 号の）条文の文言からおよそ
かけ離れている。実務で多く採用されているからといって、
法解釈として適切であるとも言えない。」とし、誤った解釈に
より行われた建築確認を取り消すとの判決が出された。
その後、判決直前に建築主側が変更確認を行っていたことが
判明し、今後判決がどう確定するか不明な部分もあるが、「発
散方式」を採用すると訴訟リスクを抱えることになるため、
中高層建築の計画に大きな影響を与えるだろうと言われてい
るとのこと。期待したいものです。

日経アーキテクチュア
ホームページ→
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/
building/news/20140325/656476/

景観と住環境を考えるネットワークさい
たまのホームページ
（さいたま　住環境　で検索できます）

場所を神楽坂キーストーン法律事務所の会議室に移して
情報交換にうつりました。情報交換

計画地

新宿区三菱地所レジデンス 建築確認取り消し判決!!


